
□イメージ 

・利用者負担上限月額が 4,600 円の就学前の障害児通所支援利用児童で、兄が保育所

に通園しているケース。 

・障害児通所支援に係る総費用額は 80,000 万円。 

（多子軽減措置適用前の利用者負担額は 4,600 円、多子軽減措置適用後の利用者負担

額は月 4,000 円） 

 

 

（平成２６年４月～１０月利用分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２６年１１月利用分～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 円の 

支給申請 

600 円の還付 
4,600 円の支払い 

利用児童の保護者 

豊橋市 障害児通所 

支援事業所 
75,400 円の請求、支払い 

4,000 円の支払い 
利用児童の保護者 

豊橋市 障害児通所 

支援事業所 
76,000 円の請求、支払い 


